
 

 

たつの市農業委員会 R5.4.1改正分 

 
 

≪農地法第 4条・5条 届出》 

（市街化区域） 
 

★受付は、随時行います。受理書は、2週間以内に交付します。 
 

★提出部数は、【正 1部】です。 

 

土地の登記 

事項証明書 

＜法務局＞全部事項証明書 

①現住所と登記の住所が相違する場合は、住民票を添付 

②相続登記未了の場合（いずれか） 

・相続登記終了後に申請（原則） 

・相続人全員による共同申請 

・遺産分割協議書あるいは相続放棄同意書 

位 置 図 
・申請地の位置及び周辺の状況図面 

・申請地を赤で表示し、方位を記入 

字 限 図 

又は地籍図 

＜法務局＞ 

・法務局保管の写し 

・登記情報提供サービスで取得した場合 

入手日、入手者の氏名を記載し押印 

・隣接地の地目を明示、農地の場合は、土地所有者・耕作

者も明示 

・申請地及び里道を赤、水路を青で明示し、方位を記入 

地積測量図 一部転用の場合、転用部分を示す有資格者の測量図 

同 意 書 

①自治会長、水利管理者 

②隣接農地の所有者、耕作者 

③取水又は排水に係る水路管理者、漁業権者等 

※都市計画法第 29条の開発許可が必要な場合は、添付書類は求めませんが、手続きを進め

てください。 

※証明書等は、交付から 3カ月以内のものを添付してください。 


